
 

北広島市障がい支援計画 

（令和 3年度～令和 5年度） 

【 障がい者福祉計画・第６期障がい福祉計画・ 
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計画の基本的事項 

■ 計画の位置づけ 

「北広島市障がい支援計画」（計画期間：令和3年度～令和5年度）（以下「本計

画」という。）は、「障がい者福祉計画」・「第6期障がい福祉計画」・「第2期障

がい児福祉計画」を一体的に策定したものです。 

「障がい者福祉計画」は、障害者基本法に基づくもので、本市の障がい者施策を

総合的に展開するための基本的な方針を示すものです。これは障がい児・者が地域

で生きがいを持って生活できるよう、施策全般に関わる理念や基本的な目標を定め

る計画として位置づけています。 

「第6期障がい福祉計画」・「第2期障がい児福祉計画」は、障害者総合支援法お

よび児童福祉法に基づくもので、「障がい者福祉計画」の基本施策や方針を踏ま

え、整合性を保ちながら、障がい福祉サービスや障がい児通所支援等の具体的な施

策内容やサービスの見込量を示した計画として位置づけています。 

 

■ 計画期間 

本計画は、令和3年度から令和5年度までの3年間の計画です。 

ただし、国の障がい福祉政策の見直し等が行われた場合には、必要に応じて計画

期間中でも見直しを行うこととします。 
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障がい福祉の現状 

■ 障がい者等の概況 

北広島市には、障がい児・者が令和 2年 4月現在で 4,684人います。総人口の

8.1％で 12.4人に 1 人、世帯数で 6.0世帯に 1人の割合となっています。平成 27年

には 4,329人、全人口の 7.3％であった障がい児・者は、この 5年間で 355 人増加

し、全人口に対する比率は 0.8％上昇しています。 
障がい種別では、身体障がい者（身体障害者手帳の交付者）が2,702人（全市障が

い者の57.7％）、知的障がい者（療育手帳の交付者）が687人（14.7％）、精神障が

い者（精神障がいによる通院および入院患者等）が1,295人（27.6％）となっていま

す。 

年齢別でみると、70歳以上の人が2,064人おり、全体の44.1％を占めています。ま

た、70歳以上の障がい者は、総人口での同じ年齢階層の14.8％で6.8人に1人となっ

ています。また、10歳代では知的障がい、30～50歳代では精神障がいが多く、60歳

以上では身体障がいが多くなっています。 

 

北広島市の障がい児・者の人数（令和 2年）                      単位：人、％ 
 身体障がい 知的障がい 精神障がい 合計 総人口 総人口割合 

9歳以下 9 44 6 59  3,900  1.5% 

10～19歳 28 147 47 222  5,655  3.9% 

20～29歳 33 128 124 285  4,329  6.6% 

30～39歳 57 120 201 378  5,202  7.3% 

40～49歳 116 110 267 493  8,436  5.8% 

50～59歳 203 61 241 505  7,767  6.5% 

60～69歳 473 46 159 678  8,891  7.6% 

70歳以上 1,783 31 250 2,064  13,967  14.8% 

合計 2,702  687  1,295  4,684  
58,147 8.1% 

構成比 57.7% 14.7% 27.6% 100.0% 

資料：身体・知的障がいは北広島市調べ（令和 2 年 4月 1日）、 

精神障がいは北海道調べ（令和 2年 3月 31日）、 

総人口は住民基本台帳（令和 2年 3 月末） 
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北広島市の障がい児・者の人数（令和 2年／総数 4,684 人） 

 

 

障がい者種別割合             年齢別障がい者割合 

 

 

年齢・障がい種別障がい者割合 
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 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 5年増減 
令和 2年/
平成 27年 

総人口 59,525 59,140 58,964 58,739 58,462 58,147 -1,378 97.7% 

身体 
障がい者 

2,677 2,682 2,692 2,641 2,704 2,702 25 100.9% 

知的 
障がい者 

571 594 616 617 661 687 116 120.3% 

精神 
障がい者 

343 371 381 416 420 444 101 129.4% 

手帳 
交付者計 

3,591 3,647 3,689 3,674 3,785 3,833 242 106.7% 

障がい者 
割合 

6.0% 6.2% 6.3% 6.3% 6.5% 6.6%     

資料：身体・療育・精神障害者保健福祉手帳は北広島市調べ(各年 4月 1 日)、総人口は住民基本台帳（各年 3

月末日） 

 

手帳交付者数の推移 

 

 

  

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移              単位：人、％ 
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北広島市障がい者福祉計画等の推進 

■ 障がい者福祉計画 

 計画策定の目的および基本メッセージ 

北広島市は、「すべての市民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本 
的人権を享有する個人として尊重されるものであり、分け隔てられることな 
く相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すること」を目 
指し、北広島市総合計画や国および北海道の障害者基本計画等を上位計画とし 
て、障がい児・者の自立や社会参加の促進など、誰もが住みやすく、ともに支 
え合う地域社会づくりを目的とします。 
また、これらの目的を達成するため、基本メッセージを『ともに生きよう  

ともに暮らしていくために』と設定します。 

 

 

 基本理念 

基本メッセージを支えるものとして、以下の基本理念を定めます。 

【 障がい児・者の自己決定の尊重と意思決定の支援 】 

共生社会を実現するため、障がい児・者の自己決定を尊重し、その意思決
定の支援に配慮するとともに、必要とする障がい福祉サービスその他の支援
を受けながら、その自立と社会参加ができる地域づくりを推進します。 

【 障がい種別によらない障がい福祉サービスの推進 】 

障がいの種別にかかわりなく、充実した障がい福祉サービスのある地域づ
くりを推進します。 

【 地域での自立生活を支える福祉サービスの推進 】 

障がい児・者の自立支援の観点から、地域生活への移行、地域生活の継続
に向けた支援、就労支援などに対応するサービスの提供体制を整備し、地域
の社会資源を最大限活用し障がい児・者の生活を地域全体で支える地域づく
りを推進します。 

 

基本メッセージ 

ともに生きよう ともに暮らしていくために 
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 基本方針 

基本理念を支える具体的な柱として、計画推進のための3つの基本方針を定 

めます。基本方針は、障がい福祉施策の理念を具体的に示す方針であり、これ 

ら目標の具現化を通じ、基本理念の実現を図ります。 

 

【 地域生活支援体制の充実 】 

障がい児・者が「地域で安心して暮らせるまち」をつくるため、障がい 

福祉サービスや障がい児通所支援、相談支援、地域生活支援事業の充実をめ

ざすとともに、障がい児・者が地域で安心して暮らしていけるように様々な

障壁を取り除き、地域の一員として市民の理解を深められるよう取り組みま

す。 

さらに、子育て、教育、健康・医療、サービス事業者、雇用等の関係者か

らなる「北広島市障がい者自立支援協議会」を活用し、地域ネットワークを

構築するなどして、地域支援体制の充実をめざします。 

【 地域生活への移行促進 】  

本人が「どこでどのように暮らしたいか」を尊重し、地域生活への移行が

可能となるようサービス提供体制の確保を図るとともに、安心して地域での

生活が継続できるよう支援体制の整備をめざします。そのために居住の場で

あるグループホームなどの社会資源の充実をめざします。 

【 就労支援の充実 】 

障がい者が意欲や能力に応じて働くことができるよう、教育関係、福祉関

係、労働関係などの各関係機関との連携を強化するとともに、障がい者雇用

について、企業等の理解を深めながら、働きやすい職場環境づくりに向けた

支援や就労支援施策を充実させ雇用促進を図ります。 

  



- 7 - 

 基本目標及び施策体系 

■本計画の施策体系■ 

 

 

 
  

１  総合的な相談サービス 

の提供 

２ 利用しやすい福祉サー 

ビスの提供 

３ 社会参加の促進 

４ 障がい理解の促進、 

権利擁護の推進 

５ 地域への移行促進・ 

   地域生活の継続に 

  向けた支援 

６ 就労支援の充実 

７ 災害に備えた避難体制 

等の確保・感染症対策 

に係る体制整備 

8 障がい児支援の充実 

＜基本メッセージ＞ ともに生きよう ともに暮らしていくために 

＜基本理念＞ 

☆ 障がい児・者の自己決定の尊重と意思決定の支

援 

☆ 障がい種別によらない障がい福祉サービスの推

進 

☆ 地域での自立生活を支える福祉サービスの推進 

＜計画推進の基本方針＞ 

◎ 地域生活支援体制の充実 

◎ 地域生活への移行促進 

◎ 就労支援の充実 

基本目標 施策の展開方向 

1   総合的な相談支援体制の充実 

1 訪問系サービスの充実 

2 日中活動系サービス（在宅者向け）の充実 

3 自立支援医療等の充実 

4 日中生活の支援 

5 その他日常生活サービスの充実 

6  福祉人材の確保 

1 移動支援の充実 

2 意思疎通支援事業の充実 

3 社会参加促進事業の充実 

4 地域活動支援センターの充実 

5 その他社会参加の促進 

１  障がい理解の促進 

２  権利擁護体制の充実 

３   障がい福祉に関する情報提供の推進 

１  居住系サービスの充実 

２   地域生活の継続に向けた支援 

1  就労支援の充実 

1  災害対策並びに感染症対策に係る体制整備 

1      障がい児支援の充実 

2    特別支援教育の推進 



- 8 - 

■ 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画 

障がい福祉計画の基本理念、基本目標の実現を目指して展開する施策は、以下の

とおりです。 

 

 基本目標１ 総合的な相談サービスの提供 

施策１－１ 総合的な相談支援体制の充実 

障がい児・者が、障がいのない人と同じよ

うに地域で生活し活動できるようノーマラ

イゼーションの社会づくりを推進するた

め、悩みや相談に対応する相談体制の充実

を図ります。 

 相談支援事業 

 計画相談支援 

 障がい児相談支援 

 地域移行支援 

 地域定着支援 

 北広島市障がい者自立支援協議会 

 相談員制度 

 子ども発達支援センターでの発達相談 

 

 基本目標２ 利用しやすい福祉サービスの提供 

施策２－１ 訪問系サービスの充実 

障がい児・者の地域や在宅での自立生活

を支援するため、ヘルパー等が自宅等へ訪

問してサービスを提供する訪問系サービス

の充実を図ります。 

 居宅介護（ホームヘルプ） 

 重度訪問介護 

 同行援護 

 行動援護 

 重度障害者等包括支援 

 訪問理容サービス 

 配食サービス 
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施策２－２ 日中活動系サービス（在宅者向け）の充実 

地域や在宅における障がい児・者の自立

生活を支援するため、日常生活や訓練活動

を支援する日中活動系サービス（在宅者向

け）の充実を図ります。 

 療養介護 

 生活介護 

 短期入所（ショートステイ） 

 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

 就労移行支援 

 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

 就労定着支援 

 児童発達支援 

 医療型児童発達支援 

 放課後等デイサービス 

 保育所等訪問支援 

 居宅訪問型児童発達支援 

 日中一時支援事業 

 地域活動支援センター事業 

 訪問入浴サービス 

 放課後児童対策（学童クラブ） 

 特別支援児童保育 

 私立認可保育所等運営費支援事業補助

の支給 

 障がい者医療的ケア支援事業 

施策２－３ 自立支援医療等の充実 

障がい児・者がその心身の障がいの

状態の軽減を図り、自立した日常生活

を営むために必要な医療の費用負担の

軽減を図ります。 

 

 自立支援医療（更生医療） 

 自立支援医療（育成医療） 

 自立支援医療（精神通院医療） 

 重度心身障がい者医療費助成 

 重度心身障がい者等通院交通費助成 

 ひとり親家庭等医療費助成 
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施策２－４ 日中生活の支援 

障がい児・者の地域や在宅での自立生活

を充実させるため、補装具の給付、日常生

活用具の給付、活動の場の提供など日中生

活の支援を図ります。 

 補装具の給付 

 日常生活用具の給付 

 自助具の給付 

 紙おむつの給付 

 ごみ袋の助成 

施策２－５ その他日常生活サービスの充実 

 障がい児・者の地域や在宅での自立した

日常生活を地域で見守り、声かけや相談 

を受けるよう、地域活動と連携した地域づ

くりを図ります。 

 

 緊急通報システム事業 

 除雪サービス 

 救急情報キットエルフィンバトン 

 認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事

業 

施策２－６ 福祉人材の確保 

障がい福祉サービス等の提供に不可欠な

福祉人材の確保を図ります。 

 福祉人材確保対策助成金 

 障がい福祉従事者人材バンク 

 

 基本目標３ 社会参加の促進 

施策３－１ 移動支援の充実 

 障がい児・者が地域で安全に外出できる

よう、移動手段の充実を図ります。 

 

 移動支援事業 

 障がい者自動車運転免許取得費助成 

 障がい者自動車改造費助成 

 精神障がい者社会復帰訓練通所交通費

助成 

 福祉バスの運行 

 移送サービス 

 福祉タクシー・福祉自動車燃料チケット

の交付 

 福祉有償運送 
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施策３－２ 意思疎通支援事業の充実 

 障がい児・者の地域でのコミュニケーシ

ョンを円滑に行えるよう、障がいの特性に

応じた手段による意思疎通支援の充実を図

ります。 

また、令和３年に施行を予定している

「北広島市手話言語条例」に基づき、手話

が言語であるとの認識の下に、手話に対す

る理解の促進と手話の広がりをもって、誰

もが安心して暮らすことができる共生社会

の実現を目指し、手話の普及等に関する各

種施策の推進に取り組みます。 

 専任手話通訳者の配置と派遣 

 手話講習会の開催 

 要約筆記奉仕員の養成と派遣 

 朗読、点訳ボランティアの養成 

 点字、声の広報の発行 

 遠隔手話サービス事業 

施策３－３ 社会参加促進事業の充実 

障がい児・者が地域での社会参加を促進

するため、様々な交流と体験機会の提供を

図ります。 

 障がい児者の学び・体験推進事業 

 療育キャンプ 

 総合体育館等の使用料減免 

施策３－４ 地域活動支援センターの充実 

障がい者に社会活動の機会を提供し、社

会との交流や社会参加を促進します。 
 地域活動支援センター事業 

施策３－５ その他社会参加の促進 

障がい児・者が在宅や地域で社会活動へ

の参加機会の確保ができるよう、様々な福

祉情報の提供と公共空間や住宅のバリアフ

リー化を推進します。 

 障がい児・者に配慮した公共施設の整備

とバリアフリー化 

 市営住宅のバリアフリー整備 

 住宅改造のための相談・支援 

 福祉情報ガイドブックの発行 
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 基本目標４ 障がい理解の促進、権利擁護の推進 

施策４－１ 障がい理解の促進 

障がいの有無にかかわらずすべての市民

が、相互に理解を深めるための啓発や交流

を促進します。 

 相談支援事業 

 自発的活動支援 

 障がいを理由とする差別解消の取組 

 北広島福祉ショップ 

 ヘルプマーク・ヘルプカードの配付 

施策４－２ 権利擁護体制の充実 

地域で障がい児・者がその権利を擁護さ

れ、地域社会の一員として尊重されるよ

う、障がい児・者の権利擁護を図ります。 

また、知的障がいや精神障がい、認知症

により判断力が不十分な人たちが、住み慣

れた地域で安心した生活が続けられるよ

う、平成28年7月に北広島市成年後見セン

ターを設置し、相談支援、成年後見制度利

用支援、市民後見人養成講座の実施、普及

啓発等の業務を行っています。 

平成28年度に「成年後見制度の利用の促

進に関する法律」が施行され、市民（成年

後見制度を必要とする）がメリットを実感

できる制度運用にむけ、成年後見制度利用

促進体制の強化や更なる機能の充実が求め

られていることから、地域連携ネットワー

クを担う中核機関などの体制整備にむけて

段階的・計画的に検討していきます。 

 成年後見制度利用支援事業 

 成年後見センターの運営 

 日常生活自立支援事業・生活あんしん事

業 

 法人後見事業 

 障がい者虐待防止事業 

施策４－３ 障がい福祉に関する情報提供の推進 

障がい理解や障がい児・者の権利擁護を

促進させるため、障がい福祉に関する情報

を障がいの有無にかかわらず入手できるよ

う、わかりやすい情報提供を行います。 

 相談支援事業 

 福祉情報ガイドブックの発行 

 障がい福祉事業所ガイドブックの発行 

 市ホームページの作成 
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 基本目標５ 地域への移行促進、地域生活の継続に向けた支援 

施策５－１ 居住系サービスの充実 

障がい者の地域での自立生活を支援する

ため、居住系施設の確保と、そこでの居住

系サービスを提供します。 

 自立生活援助 

 共同生活援助（グループホーム） 

 施設入所支援 

 宿泊型自立訓練 

 福祉ホーム 

施策５－２ 地域生活の継続に向けた支援 

在宅で生活する障がい児・者の高齢化や

重度化、さらには生活を支えていた家族が

いなくなった後でも、地域での生活が継続

できる体制整備を図ります。 

 相談支援事業 

 

 基本目標６ 就労支援の充実 

施策６－１ 就労支援の充実 

障がい者が住み慣れた地域で自立した生

活を実現するため、就労のための必要な訓

練や、活動の場を提供するなど、障がい者

の就労を支援する取組を促進します。ま

た、障がい者が働きやすい環境となるよ

う、企業等における障がい者の職場定着を

支援する取組を進めます。 

また、障がい者授産製品の販売促進のた

め、北広島福祉ショップ等への支援を継続

して行うとともに、「北広島市障害者就労

施設等からの物品等の調達方針」を定め、

福祉的就労を行っている事業所等への発注

をさらに促進していきます。 

 就労移行支援 

 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

 就労定着支援 

 相談支援事業 

 北広島市障がい者自立支援協議会 

 北広島福祉ショップ 
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 基本目標７ 災害に備えた避難体制等の確保・感染症対策に係る体制整備 

施策７－１ 災害対策並びに感染症対策に係る体制整備 

障がい児・者が安心して地域での生活を

送ることができるよう、災害時における支

援体制づくりを促進します。また、障がい

の特性に配慮した避難スペース（福祉避難

所）の整備を図ります。さらに、日頃から

障がい福祉サービス事業所等と連携し、感

染症対策についての周知啓発を図るととも

に、道や関係団体と連携した支援・応援体

制の構築等を図ります。 

 避難行動要支援者避難支援 

 福祉避難所の設置 
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 基本目標８ 障がい児支援の充実 

施策８－１ 障がい児支援の充実 

身近な地域で支援が受けられるように、

早期からの相談・発達支援を推進するとと

もに関係機関と連携を図り、乳幼児期から

18歳まで切れ目のない支援を地域で提供す

る体制づくりを進めます。 

また、障がい児の通所利用を促進し、早

期療育につなげるため、児童福祉法に基づ

く障がい児通所支援の利用者負担の無料化

を継続して実施します。 

 相談支援事業 

 障害児相談支援 

 児童発達支援 

 医療型児童発達支援 

 放課後等デイサービス 

 保育所等訪問支援 

 居宅訪問型児童発達支援 

 日中一時支援事業 

 北広島市障がい者自立支援協議会 

 赤ちゃん訪問 

 乳児健康診査、１歳６か月児健康診査、

３歳児健康診査 

 子ども発達支援センターの子ども発達

支援事業 

 放課後児童対策（学童クラブ） 

 特別支援児童保育 

 私立認可保育所等運営費支援事業補助

の支給 

 サポートファイル推進事業 

施策８－２ 特別支援教育の推進 

障がいのある幼児・児童・生徒の自立や

社会参加に向け、一人ひとりの教育的ニー

ズを把握し、生活や学習上の困難を改善ま

たは克服するため、適切な教育を受けられ

るよう、障がい児の教育の充実や支援を図

ります。 

 教育支援委員会の設置 

 特別支援学級の設置 

 通級指導教室の設置 

 特別支援教育就学奨励費の支給 

 私立幼稚園振興補助の支給 

 特別支援教育の充実 



- 16 - 

■ 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画の成果目標 

 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

項目 数値 備考 

施設入所者数 

（令和2年3月31日現在） 
92人 第6期障がい福祉計画策定時点の施設入所者数 

［目標値］ 

地域生活移行者数 
6人 

国の基本的な指針（厚生労働省告示）に基づき、

令和元年度末の施設入所者数のうち6％の人が

グループホーム等の地域生活へ移行することを

目標とする。 

［目標値］ 

施設入所者減少者数 
2人 

国の基本的な指針（厚生労働省告示）に基づき、

令和元年度末の施設入所者数から1.6％減少す

ることを目標とする。 

 

 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がい者が、地域の一員として自分らしく安心して暮らすことができる 

よう、医療・障がい福祉・介護・住まい・社会参加・就労・地域の助け合い・ 

教育・権利擁護等の関係機関が連携し、精神障がいにも対応した地域包括ケア 

システムの構築にむけた協議を継続していきます。 

 

 地域生活支援拠点等の整備 

障がい者の生活を地域全体で支える仕組みを実現するため、地域生活支援拠 

点等が担う機能について検討を行い、整備をめざします。 

 

 福祉施設から一般就労への移行 

＜一般就労移行者数＞ 

項目 数値 備考 

令和元年度の一般就労移行者数 10人 
令和元年度において福祉施設（福祉的就労事業
所）を退所し、一般就労した人の数 

【目標値】 
令和 5年度年間一般就労移行者数 

15人 
国の基本的な指針（厚生労働省告示）に基づき、
令和元年度末の 1.27倍以上を目標とする 
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＜就労移行支援利用者の一般就労への移行＞ 

項目 数値 備考 

令和元年度の就労移行支援利用者の 
一般就労移行者 

5人 
令和元年度において福祉施設（福祉的就労事業
所）を退所し、一般就労した人の数 

【目標値】 
令和 5年度年間一般就労移行者数 

7人 
国の基本的な指針（厚生労働省告示）に基づき、
令和元年度末の 1.30倍以上を目標とする 

 

＜就労継続支援 A型利用者の一般就労への移行＞ 

項目 数値 備考 

令和元年度の就労継続支援 A型利用者の 
一般就労移行者 

0人 
令和元年度において福祉施設（福祉的就労事業
所）を退所し、一般就労した人の数 

【目標値】 
令和 5年度年間一般就労移行者数 

1人 
国の基本的な指針（厚生労働省告示）に基づき、
令和元年度末の 1.26倍以上を目標とする 

 

＜就労継続支援 B型利用者の一般就労への移行＞ 

項目 数値 備考 

令和元年度の就労継続支援 B型利用者の 
一般就労移行者 

5人 
令和元年度において福祉施設（福祉的就労事業
所）を退所し、一般就労した人の数 

【目標値】 
令和 5年度年間一般就労移行者数 

7人 
国の基本的な指針（厚生労働省告示）に基づき、
令和元年度末の 1.23倍以上を目標とする 

 

＜就労定着支援利用者＞ 

項目 数値 備考 

令和 5年度一般就労移行者数（目標値） 15人 
令和 5年度において福祉施設（福祉的就労事業
所）を退所し、一般就労した人の数（目標値） 

【目標値】 
令和 5年度年間一般就労移行者のうち 
就労定着支援利用者 

11人 
国の基本的な指針（厚生労働省告示）に基づき、
一般就労移行者のうち 7 割が利用を目標とす
る 
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 障がい児支援の提供体制の整備等 

医療的ケアが必要な障がい児が適切な支援が受けられ、地域で安心した生活が 

できるよう、医療的ケア児支援のための関係機関の協議を継続するとともに、本 

市における社会資源の状況等を踏まえながら、地域におけるコーディネート機能 

の構築をめざします。 

保育所等訪問支援を利用できる体制や主に重症心身障がい児を支援する児童 

発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所は確保できておりますが、引き 

続きサービス提供体制の充実を図ります。 

児童発達支援センターの設置については、北海道における目標設定の動向を 

踏まえ、設置に向けて検討をします。 

 

 障がい福祉サービスの充実と提供体制の確保 

訪問系サービス                      単位～利用者数：人、利用量：人日/月 

種 類 区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

居宅介護 
利用者数 84 86 88 

利用時間 1,692 1,732 1,773 

重度訪問介護 
利用者数 1 1 1 

利用時間 120 120 120 

同行援護 
利用者数 7 8 9 

利用時間 107 123 138 

行動援護 
利用者数 13 14 15 

利用時間 276 298 319 

重度障害者等包括支援 
利用者数 0 0 0 

利用時間 0 0 0 

 

 

日中活動系サービス                    単位～利用者数：人、利用量：人日/月 

種 類 区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

療養介護 利用量 7 7 7 

生活介護 
利用者数 181 183 185 

利用量 3,471 3,510 3,548 

自立訓練（機能訓練） 
利用者数 3 4 6 

利用量 13 21 35 
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種 類 区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

自立訓練（生活訓練） 
利用者数 5 9 16 

利用量 81 130 208 

自立訓練（宿泊型） 
利用者数 4 4 4 

利用量 92 97 102 

就労移行支援 
利用者数 22 25 27 

利用量 388 431 479 

就労移行支援（養成） 
利用者数 0 0 0 

利用量 0 0 0 

就労継続支援（Ａ型） 
利用者数 50 51 52 

利用量 1,019 1,046 1,072 

就労継続支援（Ｂ型） 
利用者数 247 249 251 

利用量 4,180 4,214 4,248 

就労定着支援 利用者数 1 1 1 

短期入所（福祉型） 
利用者数 32 33 34 

利用量 250 258 265 

短期入所（医療型） 
利用者数 5 6 7 

利用量 30 36 42 

 

居住系サービス                              単位～利用者数：人 

種 類 区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

自立生活援助 利用者数 1 1 2 

グループホーム 利用者数 110 113 117 

施設入所支援 利用者数 90 89 88 

 

相談支援                                    単位～利用者数：人 

種 類 区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

計画相談支援 利用者数 231 261 296 

地域移行支援 利用者数 1 1 1 

地域定着支援 利用者数 1 2 3 

障害児相談支援 利用者数 125 162 210 
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障がい児通所支援                  単位～利用者数：人、利用量：人日/月 

種 類 区 分 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

児童発達支援 
利用者数 92 94 96 

利用量 591 604 617 

医療型児童発達支援 
利用者数 0 0 0 

利用量 0 0 0 

放課後等デイサービス 
利用者数 169 183 198 

利用量 2,681 3,145 3,690 

保育所等訪問支援 
利用者数 6 7 8 

利用量 6 7 8 

居宅訪問型児童発達支援 
利用者数 2 3 4 

利用量 2 3 4 
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 地域生活支援事業の充実と提供体制の確保 

事業名 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

理解促進研修・啓発事業（実施の有無） 実施 実施 実施 

自発的活動支援事業（実施の有無） 実施 実施 実施 

相談支援事業（箇所数・実施の有無）    

 

相談支援事業    

 
障がい者相談支援事業（箇所数） 2 2 2 

基幹相談支援センター 未設置(※) 未設置(※) 未設置(※) 

市町村相談支援事業機能強化事業 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業 実施 実施 実施 

成年後見制度利用支援事業（人） 3 3 3 

成年後見制度法人後見支援事業（実施の有無） 実施 実施 実施 

意思疎通支援事業    

 
手話通訳者・要約筆記者派遣事業（人） 22 23 24 

手話通訳者設置事業（人） 1 1 1 

日常生活用具給付事業（件／年）    

 

介護訓練支援用具 12 12 12 

自立生活支援用具 22 22 22 

在宅療養等支援用具 12 12 12 

情報・意思疎通支援用具 13 13 13 

排せつ管理支援用具 1,578 1,578 1,578 

居宅生活動作補助用具（住宅改修） 3 3 3 

手話奉仕員養成研修事業（派遣可能者数） 11 12 12 

移動支援事業    

 実利用者数（人／年） 102 102 102 

 延べ利用時間数（時間／年） 7,069 7,069 7,069 

地域活動支援センター    

 
実施箇所数（箇所数） 3 3 3 

実利用者数（人／年） 45 45 45 

※基幹相談支援センターの機能として求められる総合的な相談機能については、市と相談支援事業所（生活 

支援・就労支援）との連携を図り、その機能を担っていきます。 

 


